
様式第三 

 

認定事業再構築計画の内容の公表 

 
 

１．認定した年月日  平成 22 年 12 月 20 日 
 
２．認 定 事 業 者 名   株式会社十六銀行、株式会社岐阜銀行 
 
３．認定事業再構築計画の目標 
(1) 事業再構築に係る事業の目標  

十六銀行、岐阜銀行及び三菱東京 UFJ 銀行は、岐阜銀行が十六銀行に対して経

営統合の申し入れを行い、かつ三菱東京 UFJ 銀行に対して資本支援を要請したこ

とを契機として協議を開始し、平成 22 年９月 28 日に十六銀行は岐阜銀行との経

営統合を、三菱東京 UFJ 銀行は岐阜銀行に対する資本支援を、並びに十六銀行及

び三菱東京 UFJ銀行は相互に協力して岐阜銀行に対する経営支援を実施すること

に合意し、経営統合合意書を締結した。 
経営統合合意書は、１.岐阜銀行による資本金及び資本準備金の減少、２.岐阜

銀行による第一回第１種優先株式の取得（公的資金の返済）及び取得した株式の

消却、３.十六銀行を株式交換完全親会社、岐阜銀行を株式交換完全子会社とす

る株式交換、４.三菱東京 UFJ 銀行による岐阜銀行の発行する第５種優先株式の

引受、並びに５.十六銀行を吸収合併存続会社、岐阜銀行を吸収合併消滅会社と

する吸収合併を主な内容としている。 
具体的には、顧客利便性を考慮しながら経営統合によるコストシナジー効果を

図るために、十六銀行及び岐阜銀行で重複感のある店舗について、統廃合してい
くことを計画している。また、店舗統廃合の進捗を見ながら、営業力強化に向け
た配置転換による人材活用等を進める一方で、採用抑制や出向施策等による人員
調整を計画している。 

以上、十六銀行、岐阜銀行及び三菱東京 UFJ 銀行は、岐阜銀行の経営を効率化
し、その企業価値の持続的成長を図るとともに、地域金融システムの安定化ひい
ては地域経済の活性化を目指していくとしている。 
 

(2) 生産性の向上を示す数値目標 
生産性の向上としては、平成 26 年３月期には平成 22 年３月期に比べて、自己

資本当期純利益率（十六銀行及び岐阜銀行の合算ベース）を 2.09％以上改善させ
ることを見込んでいる。 
 

 
４．認定事業再構築計画の内容 
(1) 事業再構築に係る事業の内容 
   ○ 中核的事業 
   地域中堅・中小企業取引及び個人取引 

  ○ 選定理由 
   十六銀行及び岐阜銀行は、営業基盤を同じくする地域金融機関であり、両行

の統合によるサービス水準の向上と、コスト削減を中心とする経営基盤の強化
により、地域経済を活性化させ、地域中堅・中小企業取引及び個人取引にかか
る事業を再構築していくこととしている。 
 



 (2) 事業再構築を行う場所 
株式会社十六銀行：岐阜県岐阜市神田町８丁目 26 番地 
株式会社岐阜銀行：岐阜県岐阜市宇佐南１丁目７番１号 

 
(3) 事業再構築を実施するための措置の内容 

別表のとおり 
 
(4) 事業再構築の開始時期及び終了時期  
     開始時期：平成 22 年 12 月 

終了時期：平成 25 年 11 月 
 
 
５．事業再構築に伴う労務に関する事項 
(1) 事業再構築の開始時期の従業員数（平成 22 年 11 月末時点） 
    株式会社十六銀行 2,936 名 
    株式会社岐阜銀行   655 名 

 
(2) 事業再構築の終了時期の従業員数 
    株式会社十六銀行 3,313 名 
 
(3) 事業再構築に充てる予定の従業員数 
    株式会社十六銀行 3,313 名 
 

(4) (3)中、新規に採用される従業員数 
    649 名 
 
(5) 事業再構築に伴い出向または解雇される従業員数 

出向予定人員数 75 名 
転籍予定人員数 25 名 
解雇予定人員数 なし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表 
 
事業再構築の措置の内容 

措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置 
事業の構造の変更   

 株式交換による

中核的事業の開

始、拡大又は能率

の向上 

○ 株式会社十六銀行及び株式会社岐阜銀行は、株式交

換の方法による経営統合を実施し、十六銀行が岐阜

銀行を子会社化する。 
 
(1) 完全親会社となる会社（平成 22 年 11 月末時点） 

名称 ：株式会社十六銀行 
住所 ：岐阜県岐阜市神田町８丁目 26 番地 
代表者：取締役頭取 堀江 博海 
資本金：368 億円 

 
(2) 完全子会社となる会社（平成 22 年 11 月末時点） 
   名称 ：株式会社岐阜銀行 
   住所 ：岐阜県岐阜市宇佐南１丁目７番１号 
   代表者：取締役頭取 大熊 義之 
   資本金：208 億円 
 

(3) 株式交換比率 
   １ （十六銀行） ： 0.089(岐阜銀行) 
 
(4) 株式交換予定日：平成 22 年 12 月 22 日 
 

 
 

 資本の相当程度

の増加による中

核的事業の開始、

拡大又は能率の

向上 
 

○ 株式会社岐阜銀行が増資を行う。 
 
(1)増加前資本金 ： 100 億円 
 
(2)増加する資本金： 150 億円  
 

(3)増資の方法  ： 第三者割当増資 
 
(4)増資予定日  ： 平成 22 年 12 月 22 日 
 

租税特別措置

法第 80 条第１

項第１号（認定

事業再構築計

画等に基づき

行う登記の税

率の軽減） 

 合併による中核

的事業の開始、拡

大又は能率の向

上 

○ 株式会社十六銀行と株式会社岐阜銀行が合併する。 
 
(1) 存続会社（平成 22 年 11 月末時点） 

名称 ：株式会社十六銀行 
住所 ：岐阜県岐阜市神田町８丁目 26 番地 
代表者：取締役頭取 堀江 博海 
資本金：368 億円 
 

(2) 消滅会社（平成 22 年 11 月末時点） 
名称 ：株式会社岐阜銀行 
住所 ：岐阜県岐阜市宇佐南１丁目７番１号 
代表者：取締役頭取 大熊 義之 
資本金：208 億円 

 

 



措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置 

  (3)合併比率 ：未定 
 
(4)合併予定日：平成 24 年９月中下旬 
 

 

事業革新   

 第２条第４項第

２号ハ 
 

○ 統合効果 
    

岐阜銀行を十六銀行の子会社とし、十六銀行による

強固な経営管理体制を構築することにより、以下のよ

うな統合効果が期待される。 
 
(1) 統合推進委員会の設置による経営統合の推進 

十六銀行の頭取、岐阜銀行の頭取及び三菱東京 UFJ
銀行の副頭取により構成される統合推進委員会を設

置する。これにより、経営統合の円滑な実現を目指す

こととする。 
 

(2) 三行協議会の設置によるモニタリング 
十六銀行、岐阜銀行及び三菱東京 UFJ 銀行の常務職

以上の取締役の各１名により構成される三行協議会

を設置し、経営統合に係る統合準備の進捗状況の確

認、事業計画進捗状況のモニタリング、十六銀行及び

三菱東京 UFJ 銀行による支援策及び当事者が合理的

に要請する事項を協議する。 
 

(3) 統合準備委員会の設置による経営統合の実現に向 
けた協議 

十六銀行及び岐阜銀行の役職員により構成される

統合準備委員会を設置するとともに、 統合準備委員

会の下部機関として、各担当部会を設置する。統合準

備委員会は、子会社化後の岐阜銀行の経営の基本方針

及び経営統合の円滑な実現のために必要な事項を協

議するとともに、各担当部会は、各分野ごとの詳細を

協議する。 
 

(4) 十六銀行及び三菱東京 UFJ 銀行による経営支援等 
十六銀行及び三菱東京 UFJ 銀行は、協力して、岐阜

銀行に対し、システム統合や人的サポート等、事業計

画に従った経営統合の実現のための経営支援を行う。 
 
(5) 人材・人員の戦略的配置 

両行の経営統合に伴い、段階的に人員の効率的再配

置を実施する。 
 

租税特別措置

法第 80 条第１

項第１号（認定

事業再構築計

画等に基づき

行う登記の税

率の軽減） 



措置事項 実施する措置の内容及びその実施する時期 期待する支援措置 

  (6) 人事交流 
十六銀行は、経営統合の効果を早期に実現するた

め、岐阜銀行の役職員に対して研修指導を行う。また、

岐阜銀行は、十六銀行の役職員を出向又は転籍として

受け入れ、十六銀行は、経営統合を円滑に進めるため

に最大限の協力を行う。 
 

(7) 人事制度の統一 
  合併後に適用される人事制度の諸条件については、

十六銀行の人事制度に統合する。合併に先立ち、岐阜

銀行は、合併時に十六銀行へ承継される役職員に対し

て適用される人事制度を十六銀行の人事制度に則し

た制度とするよう、労働組合との協議その他必要な準

備を進める。 
 

(8) 会計処理の原則及び手続の統一 
岐阜銀行は、子会社化後直ちに、岐阜銀行及びその

子会社等の会計処理の原則及び手続並びに表示方法

その他財務諸表作成のための基本となる事項（自己査

定基準及び償却・引当基準を含む）を十六銀行の会計

方針と統一する。 
 

(9) 店舗統廃合 
経営統合に伴い、両行の営業エリアにおいて重複す

る店舗を統廃合する。また、平成 24 年９月に両行の

合併を実施し、効率的な業務運営を目指す。 
 

(10)システム統合による効率化 
両行の合併を前提としてシステムを統合する。シス

テム統合により、システムコストの削減を図るととも

に、顧客ニーズに合った金融サービス・商品の提供を

目指す。 
 

(11)財務基盤の強化 
岐阜銀行は、三菱東京 UFJ 銀行を引受先とする第三

者割当増資により、十分な自己資本比率を確保したう

えで、経営統合に伴い発生する一時費用を吸収しつ

つ、収益性の高い強固な財務基盤を形成して将来の合

併に向けて構造改革を進める。 
 

【具体的数値基準】 
平成 26 年３月期の「業務粗利益１円当たりの経費」

を平成 22年３月期との比較において 13.7％低減させ

る（十六銀行及び岐阜銀行合算ベース）。 
 

 

 


